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個人ワーク用スペース

事例の概要
利用者に対する配慮に欠けた言動の事例。家族の面会が全くない女性利用者Bに対して、それをなじるよ
うな言動を女性の介護職員Aが繰り返した。利用者Bの様子の変化に気付いたユニットリーダーの指導によ
り別の職員が事実確認を行い、事態が判明した。

■施設・事業所の概要
総定員18名、 2ユニットからなる、開設 7年目のグループホーム。 2階建てで、階ごとにユニット

を構成している。管理者のほか、各ユニットにユニットリーダーを配置している。

■関係者
●職員：女性の介護職員 1 名が問題となる行為を行った。この職員Aは50代で、勤続 3 年目の中
堅職員であった。

●利用者：入居から約 3 ヶ月の78歳の女性利用者B。ADLはほぼ自立で、軽度の認知症がある。
精神的に不安定になりやすく、鬱状態になることがあるが、意思疎通は良好である。身元引受人
である長男とは関係良好だが、疾病のため自宅療養中で、母親を気に掛けているが面会に来るこ
とができない。以前は息子世帯と共に在宅生活を送っていたが、認知症の発症と息子の病気が重
なり、やむを得ずホームの利用が決まった。親戚や友人などは近くにおらず、面会者は全くない。

 発見までの経過 
●発生まで
利用者Bさんは、昼食の後片付けを終え、数名の利用者と食堂でお茶を飲みながら団らんの時間を過

ごしていた。いつものように職員と歌を歌うなどしており、特に変わった様子はなかった。
そこへ他利用者Cさんの家族が手土産を持って面会に来た。ホーム利用者に挨拶をした後、そのまま

食堂で饅頭を食べながら楽しそうな雰囲気で会話が始まった。職員は家族と挨拶を交わした後、嬉しそ
うなCさんを見て「いい息子さんを持って幸せですね」など、声をかけて会話に加わった。Bさんは間
もなくその場を立ち去ったが職員は気にとめることはなかった。
Cさんの家族が帰った後、職員Aは、Bさんに対して「Cさんみたいに、いつもご家族が来てくれるっ

ていいですね」と声をかけた。Bさんは聞こえないふりをしているようであった。職員Aは続けて、「B
さんも家族が来なくても、お茶菓子ぐらい買ってきて皆に出したら？」「Bさんの息子さんはホームに顔
も見せないし、何も協力してくれない。どうにかならないのかしら」「息子さんはBさんのことなんて、
どうでもいいのね」などと、周囲に聞こえるほどの声で、苛立ったように話した。Bさんはその後居室
に引きこもり、買い物やお茶の誘いにも反応がなかった。

●問題の表面化
夜勤で出勤してきたユニットリーダーは申し送りの内容を確認したが、普段は食堂等の共用スペース

で過ごすことの多いBさんが居室から出てこないという日中の様子が気にかかった。夕食の時間になっ
てもBさんは居室に引きこもったまま出て来ることはなく、食事や水分も摂らずに早々にベッドに入っ
てしまったが、眠ってはいない様子であった。
翌日・翌々日も共用スペースに顔を出さずに、食事・水分もほとんど摂らず、職員の声掛けにも塞ぎ

込んだ様子であったため、Bさんが信頼を寄せる担当職員の出勤を待って経緯を説明し、コミュニケー
ションを図ってみるよう提案した。
すると、最初は口を開く様子はなかったが、担当職員の傾聴の姿勢に「私のところには誰も会いに来

てくれない」「誰も私の気持ちや事情を察してくれない」「いてもたってもいられなかった」等、今回のC

さんの家族面会時だけではなくホーム利用者に面会者が来るたびに自身の家族に会えない寂しさや孤独
感を感じていたこと、さらにそれを職員Aから度々なじられてつらい思いをしていたことを、涙ぐみ、
やや錯乱した様子で話し始めた。担当職員はその場でBさんに謝罪した後、ユニットリーダー、管理者
へと報告した。

〔関連情報〕
Bさんの詳しい家族背景や本人の入居事情の受け止め方等の情報については、入居時にユニットリーダー

と担当職員が整理し、書面で全職員へ確認するよう求めていた。しかしそれらの情報が職員間で共有されて
いたか等の確認はされておらず、職員Aも詳細は知らなかった。
ホーム内の面会スペースは構造上の理由で食堂等の共用スペースまたは各居室に限られていた。なお、食

堂は日常的に交流スペースとして利用されており、面会者同士の交流や他の利用者を交えての交流を持つ
きっかけの場としても捉えられていた。
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